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３ 国会審議における附帯決議 
(1) 参議院総務委員会（平成 13 年 11 月６日） 

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 
一、特定電気通信役務提供者による情報の削除や発信者情報の開示が濫用されることのな

いよう配慮し、発信者の表現の自由の確保並びに通信の秘密の保護に万全を期すこと。 
二、インターネット等の普及により、情報公開や国民の知る権利等の利便が向上する一方

で、違法な情報の流通等を原因とする名誉毀損等の権利の侵害が増大している現状にか

んがみ、自己の権利を侵害されたとする者の救済等に当たっては、発信者の正当な権利

の行使に支障を及ぼすことのないよう配慮しつつ、迅速かつ適切に行えるよう運用の在

り方等について検討すること。 
三、今後とも、誰もがインターネットを安心して利用することができるよう、違法な情報

等に対する適切な対応策を講じ、利用環境の一層の整備を図ること。 
四、本法が、国民の権利義務に深くかかわることにかんがみ、その内容について国民への

周知徹底を図ること。 
右決議する。 
(2) 衆議院総務委員会（平成 13 年 11 月 20 日） 
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一 特定電気通信役務提供者による情報の削除や発信者情報の開示が濫用されることのな

いよう配慮し、発信者の表現の自由の確保及び通信の秘密の保護に万全を期すこと。 
二 インターネット上の違法な情報の流通を原因とする名誉毀損等の権利の侵害が増大し

ている現状にかんがみ、特定電気通信役務提供者が違法な情報の削除や発信者情報の開

示を迅速かつ適切に行えるよう、運用の在り方等について検討すること。 
三 インターネット上における違法な情報等の流通の増大にかんがみ、今後とも、本法の

実施状況や技術の進展状況等を踏まえ、国民がインターネット等を安心して利用するこ

とができるよう、必要な環境整備に努めること。 




